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第３期徳島市子ども・子育て支援事業計画（案）の概要について 

 

 

１．策定の背景 

本計画は、子ども・子育て支援法に規定された市町村子ども・子育て支援

事業計画であり、平成 27 年度から令和元（平成 31）年度を期間とする「徳

島市子ども・子育て支援事業計画」、続いて令和２年度から令和６年度を期間

とする第２期計画を策定しています。このたび、第２期計画が終了すること

に伴い、第３期計画を策定するものです。 

 

 

２．第２期（現行）計画からの主な変更点 

（１）令和４年の児童福祉法改正を踏まえた事業の追加 

改正児童福祉法で、子育て世帯訪問支援事業（訪問による生活の支援）、児

童育成支援拠点事業（学校や家以外の子どもの居場所支援）及び親子関係形

成支援事業（親子関係の構築に向けた支援）が「地域子ども・子育て支援事

業」に位置付けられたこと、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な

相談支援等を行う「こども家庭センター」が本市に設置されたことを受け、

関連する項目を追加しました。 

 

（２）徳島市子どもの貧困対策推進計画の内包 

「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」において、市町

村における子どもの貧困の解消に向けた対策についての計画の策定が努力義

務となりました。この計画については、「子ども・子育て支援事業計画」と一

体的に策定できるとされていることから、本計画と一体的に（内包させる形

で）策定するため、関連する項目を追加しました。 

 

（３）ニーズ調査を反映した教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量 

の見込みと提供体制の確保の内容等の見直し 

令和５年度に実施したニーズ調査の結果を反映しました。 

 

また、待機児童が発生しておらず今後も見込まれないことから、量の拡大

から質の確保に取り組むこととし、引き続き待機児童を発生させない体制づ

くりについて、関連する項目を修正しました。 
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３．本計画（次期計画）の概要 

  原則として第２期計画の趣旨、方向性を継承していますが、子どもの貧困

対策推進計画に相当する部分を追記するとともに、教育・保育事業の量の確

保方策について、令和４年度以降は待機児童が発生していないことから「施

設整備による教育・保育の量の確保」等の削除を行っています。 

 

（１）計画期間 

  国の「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」に基づき、令和７年度か

ら令和１１年度までの５年間とします。 

 

（２）目指す姿 

子どもや子育て家庭を取り巻く状況を踏まえ、妊娠・出産期から学童期に

至るまでの子どもの成長過程を切れ目なく支援するとともに社会のすべての

構成員が協力し、「一人ひとりの子どもが、かけがえのない、個性ある存在と

して認められ、自己肯定感を感じながら成長していくことができる」環境が

整えられることを目指します。 

 

（３）基本理念 

本計画では、次の３つの理念を柱とした取組みを推進します。 

基本理念１ 質の高い教育・保育の提供 

基本理念２ 地域の子ども・子育て支援の充実 

基本理念３ 子どもの権利利益を保ち、孤立させることのない社会 

の実現【新設】 

第２期計画では、「基本理念１ 質の高い教育・保育の提供」、「基本理念２ 

教育・保育の量の確保」（「特に０・１歳児における潜在的保育ニーズが高い

状況を踏まえ、教育・保育の量の確保を図ることにより待機児童問題を解消

します。」）、「基本理念３ 地域の子ども・子育て支援の充実」でしたが、待

機児童が発生しておらず今後も見込まれないことから、基本理念から「教育・

保育の量の確保」を削除し、子どもの貧困対策に係る項目を追加しました。 

 

（４）施策の柱 

  「基本理念」を実現するため、「施策の柱」として、具体的な取組を次の５

グループに分類して掲載しました。 

施策の柱１ 総合的な子ども・子育て支援の推進 

施策の柱２ 質の高い教育・保育の提供・拡充 

施策の柱３ 身近な地域における子ども・子育て支援の充実 

施策の柱４ 子どもや子育てにやさしい環境づくりの推進 

施策の柱５ 子ども自らが将来を選択できる支援の充実 

（徳島市子どもの貧困対策推進計画）【新設】 
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（５）「量の見込み」及び「確保量」について 

子ども・子育て支援法に基づく各事業の「量の見込み」及び「確保量」（確

保の内容）については、令和５年度に実施したニーズ調査及び人口推計を基

に、国の策定マニュアルに示された算出手法を用いて設定しました。 

 

 

４．今後のスケジュール 

令和６年 ９月２６日（木）  徳島市子ども・子育て会議 

１２月議会      パブリックコメント手続実施の報告 

１２月～令和７年１月 パブリックコメント手続実施 

令和７年 ３月末       計画の策定・公表 

 

以 上 

 


